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は　じ　め　に

　中心市街地の空洞化に歯止めをかけ，活性化を促すための「まちづくり三法」

（大規模小売店舗立地法，都市計画法，中心市街地活性化法）の見直しに伴い，

平成18年５月「都市の秩序ある整備を図るための都市計画等の一部を改正する

法律」により都市計画法が改正され，本年11月30日に全面施行されます。

　今回の改正において，開発許可制度は，広域的都市機能の立地の適正化を図

る観点から，都市構造に広域的に大きな影響を与える大規模集客施設や公共公

益施設について，都市計画の手続きを通じて地域の判断を反映した適切な立地

を確保する制度への転換等が図られています。

　このような制度改正の背景には，地方分権の進展，人口減少，超高齢社会の

到来等近年の社会経済情勢の著しい変化があり，制度の運用に当たっては，こ

れらの状況の変化を踏まえた適切な対応が求められているところです。

　また，近年の大規模地震では，谷や傾斜地を造成した宅地等において盛土全

体の地滑り的変動が生じるなど，造成宅地における崖崩れ又は土砂の流出によ

る被害が生じていることから，平成18年４月に宅地造成等規制法が改正され，

これに伴い都市計画法の技術的基準も一部改正されています。

　これらの法令改正に基づき，国土交通省の「開発許可制度運用指針」が改定

されたこと等を踏まえ，県内の各開発許可権者においては，関係条例の改正，

開発審査会案件運用基準の改定等，開発許可制度の運用を見直し，今般，平成

14年２月版「都市計画法に基づく開発許可申請の手引き」を改訂し，本年11月

30日から運用することとしました。

　今後とも，開発許可制度の適切な運用を通じて，安全で安心できる宅地整備

を推進してまいりますので，より一層のご理解ご協力の程よろしくお願いいた

します。

　　岡 山 県 土 木 部 都 市 局 建 築 指 導 課

　　岡 山 市 都 市 整 備 局 開 発 指 導 課

　　倉敷市建設局都市計画部開発指導課

　　玉 野 市 建 設 部 都 市 計 画 課

平成19年10月　
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　本手引き中、旧法とは平成18年５月31日改正以前の都市計画法を示す。 

　但し，旧法第43条第１項第６号ロは平成12年５月19日改正以前の条項を示す。 



　平成18年５月31日改正に伴う法第29条第１項及び第34条の項号ずれは以下のとおりである。 

「旧法」及び「項号ずれ」について�

法第29条第１項  法第34条
新
第１号 
第２号 
第３号 
削　除 
第４号 
第５号 
第６号 
第７号 
第８号 
第９号 
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第11号

旧
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第６号 
第７号 
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第９号 
第10号
第11号
第12号

新
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第２号 
第３号 
第４号 
第５号 
第６号 
第７号 
第８号 
第９号 
第10号
第11号
第12号
第13号
削　除 
第14号

旧�
第１号　　 
第２号　　 
第３号　　 
第４号　　 
第４号の２ 
第５号　　 
第６号　　 
第７号　　 
第８号　　 
第８号の２ 
第８号の３ 
第８号の４ 
第９号　　 
第10号イ　 
第10号ロ　 




